
平成２２年４月版歯科診療行為マスター登録内容の一部訂正（Ｈ２２．３．２６現在）

【基本マスター】

区分番号
診療行為
コード

基本漢字名称
変更
区分

訂正箇所 訂正前 訂正後 備考

基本名称 特定入院料減算（他医療機関受診）
特定入院料減算（他医療機関受診）（包括
診療行為を算定）

省略名称 特定入院料減算（他医療機関受診）
特定入院料減算（他医受診・包括診療行為
算定）

基本名称
療養病棟入院基本料減算（他医療機関受
診）

療養病棟入院基本料等減算（他医療機関受
診）（包括診療行為を算定）

省略名称
療養病棟入院基本料減算（他医療機関受
診）

療養病棟入院基本料等減算（他医受診・包
括診療行為算定）

基本名称
有床診療所療養病床入院基本料減算（他医
療機関受診）

有床診療所療養病床入院基本料減算（他医
療機関受診）（包括診療行為を算定）

省略名称
有床診療所療養病床入院基本料減算（他医
療機関受診）

有床診療所療養病床入院基本料減算（他医
受診・包括診療行為算定）

A000-00 301018970 障害者歯科医療連携加算 5 届出 0 8 平成22年4月1日から適用

A002-00 301019370 明細書発行体制等加算 5 届出 0 11 平成22年4月1日から適用

基本名称 入院料基本減算（他医療機関受診） 入院基本料減算（他医療機関受診）

省略名称 入院料基本減算（他医療機関受診） 入院基本料減算（他医受診）

A100-00 301025790
特定入院料減算（他医療機関受診）（包括診療行為
を算定しない）

3 平成22年4月1日から適用

A100-00 301025890
療養病棟入院基本料等減算（他医療機関受診）（包
括診療行為を算定しない）

3 平成22年4月1日から適用

A100-00 301025990
有床診療所療養病床入院基本料減算（他医療機関受
診）（包括診療行為を算定しない）

3 平成22年4月1日から適用

基本名称 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ⅰ） 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｉ）

省略名称 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ⅰ） 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｉ）

基本名称
療養病棟入院基本料１（入院基本料Ⅰ）
（生活療養を受ける場合）

療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｉ）
（生活療養を受ける場合）

省略名称
療養病棟入院基本料１（入院基本料Ⅰ）
（生活療養）

療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｉ）
（生活療養）

基本名称 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ⅰ） 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｉ）

省略名称 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ⅰ） 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｉ）

基本名称
療養病棟入院基本料２（入院基本料Ⅰ）
（生活療養を受ける場合）

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｉ）
（生活療養を受ける場合）

省略名称
療養病棟入院基本料２（入院基本料Ⅰ）
（生活療養）

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｉ）
（生活療養）

B004-06 302002110 歯科治療総合医療管理料 5 届出 0 6 平成22年4月1日から適用

C001-04 303003710 在宅患者歯科治療総合医療管理料 5 届出 0 7 平成22年4月1日から適用

新　　　　　　　　　　設

新　　　　　　　　　　設

新　　　　　　　　　　設

5

5

5

5

5

5

5

入院料基本減算（他医療機関受診）

A100-00 301003490
特定入院料減算（他医療機関受診）（包括診療行為
を算定）

療養病棟入院基本料等減算（他医療機関受診）（包
括診療行為を算定）

有床診療所療養病床入院基本料減算（他医療機関受
診）（包括診療行為を算定）

A100-00 301003590

A101-00

301022110

301022210

301003690A100-00

A100-00 301025690

A101-00 301020310

A101-00

療養病棟入院基本料１（入院基本料Ⅰ）

A101-00 301020410
療養病棟入院基本料１（入院基本料Ⅰ）（生活療養
を受ける場合）

5

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ⅰ）

療養病棟入院基本料２（入院基本料Ⅰ）（生活療養
を受ける場合）

平成22年4月1日から適用

平成22年4月1日から適用

平成22年4月1日から適用

平成22年4月1日から適用

平成22年4月1日から適用

平成22年4月1日から適用

平成22年4月1日から適用

平成22年4月1日から適用



区分番号
診療行為
コード

基本漢字名称
変更
区分

訂正箇所 訂正前 訂正後 備考

基本名称 同一部位他法同時画像診断 同一部位同時画像診断 平成22年4月1日から適用

省略名称 同一部位他法同時画像診断 同一部位同時画像診断 平成22年4月1日から適用

G005-03 307003010 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 5 省略名称 末梢留置型中心静脈カテーテル挿入 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 平成22年4月1日から適用

G005-03 307003170
乳幼児加算（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル
挿入）

5 省略名称
乳幼児加算（末梢留置型中心静脈カテーテ
ル挿入）

乳幼児加算（末梢留置型中心静脈注射用カ
テーテル挿入）

平成22年4月1日から適用

I006-00 309010850
感染根管処置（１歯につき）（抜歯を前提とした消
炎目的での根管拡大）

3 平成22年4月1日から適用

I007-00 309010950
根管貼薬処置（１歯につき）（抜歯を前提とした消
炎のための根管拡大後の根管貼薬）

3 平成22年4月1日から適用

I017-00 309010750
床副子（著しく困難なもの）（摂食機能療法に伴う
舌接触補助床）

3 平成22年4月1日から適用

J063-00 310030670
手術時歯根面レーザー応用加算（歯周外科手術（１
歯につき）（歯肉剥離掻爬手術及び歯周組織再生誘
導手術））

5 届出 0 9 平成22年4月1日から適用

M029-00 313023670 歯科技工加算（１床につき）（有床義歯修理） 5 届出 0 10 平成22年4月1日から適用

新　　　　　　　　　　設

新　　　　　　　　　　設

5

新　　　　　　　　　　設

E999-00 305003190 同一部位他法同時画像診断



【通則加算テーブル】

加算
コード

診療行為
コード

診療行為名称
加算
識別

3 1行目下挿入 A001 AA018 301025790
特定入院料減算（他医療機関受診）（包括診
療行為を算定しない）

01 平成22年4月1日から適用

3 10行目下挿入 A002 AA019 301025890
療養病棟入院基本料等減算（他医療機関受
診）（包括診療行為を算定しない）

01 平成22年4月1日から適用

3 19行目下挿入 A003 AA020 301025990
有床診療所療養病床入院基本料減算（他医療
機関受診）（包括診療行為を算定しない）

01 平成22年4月1日から適用

変更
区分

グループ
番号

基本・通則加算項目

テーブル位置

新　　　　　　　　　　　　設

新　　　　　　　　　　　　設

新　　　　　　　　　　　　設

備　　考訂正箇所 訂正前 訂正後


